
労働者のみなさまへ 

 

このお仕事には が定められています！ 
 

 

 

 

 

 

※条例では賃金の下限額のことを「労働報酬下限額」と呼びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度版 

相模原市公契約条例 

相模原市が発注する工事請負や業務委託に関する契約等において、作業される労働者

の賃金の下限額※を定め、一定の報酬を保障することで労働者の労働意欲を高め、事務

や事業の質を向上させ、最終的には市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現を

目指すものです。 

対象となる契約等 

（１）予定価格１億円以上の工事請負 

（２）予定価格５００万円以上の業務委託等 
（対象業種：庁舎等の警備業務、清掃業務、設備運転監視業務、案内業務、給食調理業務、
データ入力業務、窓口受付業務 ※例外あり） 

（３）市と指定管理者が締結する公の施設の管理に関する協定（指定管理協定） 
（指定管理者が締結する上記（２）と同様の契約等を含む） 

対象となる労働者 

（１）工事請負：裏面の職種で当該契約に係る作業に従事する者 ※一人親方も含みます。 

（２）業務委託等：当該契約に係る作業に従事する者 

（３）指定管理：当該施設の管理に係る作業に従事する者 
 

正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者等の労働形態や雇用主が誰（元請または下請）
かを問わず、賃金が支払われる方は、原則、対象となります。 

工事請負契約（令和７年３月～） 

公契約条例で相模原市独自の 

業務委託契約等・指定管理協定 
 

公共工事設計労務単価の９０％ 

※裏面一覧表のとおり 

令和８年度の労働報酬下限額 

 

時給 1,３１０円 



【工事請負契約の労働報酬下限額一覧表】 

 

公契約条例のことを詳しく知りたい場合は、相模原市ホームページに
掲載している「公契約条例の手引」をご覧ください。 

お問い合わせは、相模原市契約課まで 

ご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合 
次のいずれかに申出をすることができます。 

【申出先】 
◎相模原市役所 契約課 
住 所：〒252-5277相模原市中央区中央 2-11-15（市役所本庁舎第 2 別館３階） 
電 話：042-769-1391  ＦＡＸ：042-769-5325 

◎受注者である元請業者 

※申出したことを理由に、解雇、請負契約の解除等の不利益な取扱いを受けるこ
とはありません。 

※賃金が労働報酬下限額より低い場合は、不足分を受け取ることができます。 


